
令和７年 第５回（定例）日 南 町 議 会 会 議 録（第４日）

令和７年９月２５日（木曜日）

議事日程（第４号）

令和７年９月２５日 午前９時開議

日程第１ 議案第６０号 日南町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部改正について

日程第２ 議案第７６号 令和７年度日南町一般会計補正予算（第４号）

日程第３ 議案第７７号 令和７年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第１号）

日程第４ 議案第６７号 令和６年度日南町一般会計決算認定について

日程第５ 議案第６８号 令和６年度日南町国民健康保険特別会計決算認定について

日程第６ 議案第６９号 令和６年度日南町介護保険特別会計決算認定について

日程第７ 議案第７０号 令和６年度日南町介護サービス事業特別会計決算認定について

日程第８ 議案第７１号 令和６年度日南町後期高齢者医療特別会計決算認定について

日程第９ 議案第７２号 令和６年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計決算認定

について

日程第１０ 議案第７３号 令和６年度日南町簡易水道事業会計決算認定について

日程第１１ 議案第７４号 令和６年度日南町下水道事業会計決算認定について

日程第１２ 議案第７５号 令和６年度日南町病院事業会計決算認定について

日程第１３ 議案第７８号 日南町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて

日程第１４ 議案第７９号 日南町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて

日程第１５ 議案第８０号 日南町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて

日程第１６ 令和７年陳情第５号 消費税率５％への引き下げとインボイス制度の廃止を求

める陳情書

日程第１７ 令和７年陳情第６号 デマと排外主義を認めず多文化共生社会の実現を目指す

決議を求める陳情

日程第１８ 令和７年陳情第７号 ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、

２０２６年度政府予算に係る意見書採択の陳情書

日程第１９ 令和７年陳情第８号 「カリキュラム・オーバーロード」の改善を求める意見

書採択の陳情書

日程第２０ 令和７年陳情第９号 保育士配置基準の引上げの早期完全実施とさらなる改善
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を求める意見書提出を求める陳情書

日程第２１ 令和７年陳情第１０号 保育所等に対する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

の公費助成の継続を求める意見書の提出を求める陳情書

日程第２２ 令和７年陳情第４号 牛ノ尾川の維持管理に関する陳情書

日程第２３ 発議第７号 少人数学級・教職員定数の改善に係る意見書提出について

日程第２４ 発議第８号 簡易水道事業及び下水道事業への財政措置の強化を求める意見書

提出について

日程第２５ 発議第９号 生活保護基準引き下げに対する「いのちのとりで裁判」の最高裁

判決を踏まえた早期の全面解決を求める意見書提出について

日程第２６ 議員派遣の件

日程第２７ 委員の派遣について

日程第２８ 委員会の閉会中の継続調査について

（議会運営委員会の調査）

（総務教育常任委員会の調査）

（経済福祉常任委員会の調査）

（議会広報常任委員会の調査）

（中心地域及び住宅政策調査特別委員会の調査）

（行政調査特別委員会の調査）

本日の会議に付した事件

日程第１ 議案第６０号 日南町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部改正について

日程第２ 議案第７６号 令和７年度日南町一般会計補正予算（第４号）

日程第３ 議案第７７号 令和７年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第１号）

日程第４ 議案第６７号 令和６年度日南町一般会計決算認定について

日程第５ 議案第６８号 令和６年度日南町国民健康保険特別会計決算認定について

日程第６ 議案第６９号 令和６年度日南町介護保険特別会計決算認定について

日程第７ 議案第７０号 令和６年度日南町介護サービス事業特別会計決算認定について

日程第８ 議案第７１号 令和６年度日南町後期高齢者医療特別会計決算認定について

日程第９ 議案第７２号 令和６年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計決算認定

について

日程第１０ 議案第７３号 令和６年度日南町簡易水道事業会計決算認定について

日程第１１ 議案第７４号 令和６年度日南町下水道事業会計決算認定について

日程第１２ 議案第７５号 令和６年度日南町病院事業会計決算認定について

日程第１３ 議案第７８号 日南町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ
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とについて

日程第１４ 議案第７９号 日南町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて

日程第１５ 議案第８０号 日南町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて

日程第１６ 令和７年陳情第５号 消費税率５％への引き下げとインボイス制度の廃止を求

める陳情書

日程第１７ 令和７年陳情第６号 デマと排外主義を認めず多文化共生社会の実現を目指す

決議を求める陳情

日程第１８ 令和７年陳情第７号 ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、

２０２６年度政府予算に係る意見書採択の陳情書

日程第１９ 令和７年陳情第８号 「カリキュラム・オーバーロード」の改善を求める意見

書採択の陳情書

日程第２０ 令和７年陳情第９号 保育士配置基準の引上げの早期完全実施とさらなる改善

を求める意見書提出を求める陳情書

日程第２１ 令和７年陳情第１０号 保育所等に対する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

の公費助成の継続を求める意見書の提出を求める陳情書

日程第２２ 令和７年陳情第４号 牛ノ尾川の維持管理に関する陳情書

日程第２３ 発議第７号 少人数学級・教職員定数の改善に係る意見書提出について

日程第２４ 発議第８号 簡易水道事業及び下水道事業への財政措置の強化を求める意見書

提出について

日程第２５ 発議第９号 生活保護基準引き下げに対する「いのちのとりで裁判」の最高裁

判決を踏まえた早期の全面解決を求める意見書提出について

日程第２６ 議員派遣の件

日程第２７ 委員の派遣について

日程第２８ 委員会の閉会中の継続調査について

（議会運営委員会の調査）

（総務教育常任委員会の調査）

（経済福祉常任委員会の調査）

（議会広報常任委員会の調査）

（中心地域及び住宅政策調査特別委員会の調査）

（行政調査特別委員会の調査）

出席議員（９名）

２番 大 西 保君 ３番 櫃 田 洋 一君

４番 荒 金 敏 江君 ５番 岡 本 健 三君
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６番 荒 木 博君 ７番 岩  昭 男君

８番 高 橋 洋 志君 ９番 近 藤 仁 志君

１０番 山 本 芳 昭君

欠席議員（なし）

欠 員（１名）

事務局出席職員職氏名

局長 長 崎 み よ君 書記 倉 光 祐 希君

説明のため出席した者の職氏名

町長 中 村 英 明君 副町長 角 井 学君

教育長 青 戸 晶 彦君 総務課長 實 延 太 郎君

まち未来創造課長 島 山 圭 介君 地域づくり推進課長 淺 田 雅 史君

住民課長 島 山 亮 子君 環境エネルギー課長 宇 田 聖 子君

福祉保健課長 出 口 真 理君 こども若者未来課長 坪 倉 洋 子君

農林課長 坂 本 文 彦君 建設課長 渡 邊 輝 紀君

教育次長 段 塚 直 哉君 会計管理者 高 柴 博 昭君

農業委員会事務局長  橋 裕 次君 病院事業管理者 福 家 寿 樹君

午前９時００分開議

○議長（山本 芳昭君） おはようございます。

ただいまの出席は９名です。定足数に達していますので、令和７年第５回日南町議会

定例会を再開します。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、タブレット日程ファイルのとおりです。

タブレット追加報告書フォルダー、例月出納検査ファイルをお開きください。

本町の監査委員から、令和７年９月１７日付をもって、地方自治法第２３５条の２の

規定による例月出納検査の結果について報告がありました。例月出納検査ファイルのと

おり報告します。

・ ・

日程第１ 議案第６０号

○議長（山本 芳昭君） タブレット議案書ファイル２ページ。

日程第１、議案第６０号、日南町行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の
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一部改正についてを議題とし、前回の議事を継続します。

本案に対する質疑は前回行いましたが、質疑漏れがあれば、これを許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

日程第１、議案第６０号の討論を許します。

〔討論なし〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第６０号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第２ 議案第７６号 及び 日程第３ 議案第７７号

○議長（山本 芳昭君） タブレット追加議案書ファイル２ページから。

日程第２、議案第７６号、令和７年度日南町一般会計補正予算（第４号）、日程第３、

議案第７７号、令和７年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第１号）、以上、補正予

算関係２議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第７６号、令和７年度日南町一般会計補正予算（第４号）

であります。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５００万円ちょうどですが、この金額を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７６億６３０万０００円とする内容で

ございます。

今回の補正の内容でございますが、８月の７日から１１日に発生しました豪雨災害に

よる農地が２か所、農業用施設２か所の復旧工事に係る工事請負費の増額を計上させて

いただく内容でございます。

財源ですが、鳥取県の耕地災害等復旧費補助金を充当するものでございます。

主な補正の具体的ですが、歳入で県支出金で４８４万円、耕地災害等復旧費の補助金

であります。歳出のほうですが、災害復旧費の耕地災害復旧事業ということで５００万

円ちょうどです。先ほど申し上げました農地２か所、農業用施設２か所に係ります復旧

の事業費でございます。

なお、若干説明させていただきますが、９月に入りまして県との協議を得て金額が固

まったもので、このたびの補正という形になっております。なお、１１月には県の災害
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査定を受ける予定であります。

なお、今回、激甚災害の指定という形で、内閣府のほうからの発表によりまして、８

月１８日及び２９日付の発表でありますが、地域を限定しない激甚災害の指定となる見

込みでありますので、その予算を計上させていただいておるとこであります。

続きまして、議案第７７号、令和７年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第１号）

であります。

資本的収入と支出というところの予定をさせていただいておるとこでございます。資

本的収入のほうですが、補正予算額が５００万ちょうどであります。資本的収入の中の

企業債が先ほどの５００万円ちょうどであります。支出のほうですが、資本的支出の中

の建設改良費ということで５００万０００円であります。

具体的な内容でございますが、水道改良事業費ということで、施設設備の設備のほう

ですが、いわゆる給水加圧ポンプの緊急修繕をお願いをしたいということで、金額的に

は５００万０００円であります。多里地区の簡易水道事業がありますけれども、湯河

地区に加圧ポンプを設置しておりますので、その加圧ポンプのほうが故障したというこ

とでの修繕の内容であります。ポンプ自体もかなり当初っていいましょうか、２５年ぐ

らい経過してるものでありますので、今回、一式の修繕をさせていただきたいという内

容でございます。どうぞよろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより各案に対する質疑を許します。質疑の際は、議案番号

をお示しの上、質疑願います。

５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 議案第７７号に関してですが、これ先ほど加圧ポンプが

故障ということでしたが、現状どのような対応をされてるのか教えていただけますでし

ょうか。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊建設課長。

○建設課長（渡邊 輝紀君） 加圧ポンプにつきましては、２台１ユニットで運転をさせ

ていただいております。そのうちの１台が故障ということで、今２台のうち１台で、通

常は時間的にそれぞれ切り替わりながら運転をしていきますが、現在は１台で運転をし

てるというような状況でございます。

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

日程第２、議案第７６号、令和７年度日南町一般会計補正予算（第４号）の討論を許

します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第７６号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

日程第３、議案第７７号、令和７年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第１号）の

討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第７７号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第４ 議案第６７号 から 日程第１２ 議案第７５号

○議長（山本 芳昭君） タブレット議会報告発議フォルダー、決算審査特別委員会審査

報告書ファイルをお開きください。

日程第４、議案第６７号、令和６年度日南町一般会計決算認定について、日程第５、

議案第６８号、令和６年度日南町国民健康保険特別会計決算認定について、日程第６、

議案第６９号、令和６年度日南町介護保険特別会計決算認定について、日程第７、議案

第７０号、令和６年度日南町介護サービス事業特別会計決算認定について、日程第８、

議案第７１号、令和６年度日南町後期高齢者医療特別会計決算認定について、日程第９、

議案第７２号、令和６年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計決算認定につい

て、日程第１０、議案第７３号、令和６年度日南町簡易水道事業会計決算認定について、

日程第１１、議案第７４号、令和６年度日南町下水道事業会計決算認定について、日程

第１２、議案第７５号、令和６年度日南町病院事業会計決算認定について、以上、令和

６年度決算認定の９議案を一括議題とし、前回の議事を継続します。

各案については、９月４日の本会議において決算審査特別委員会を設置し、審査を付

託していますので、委員長から委員会における審査の経過及び結果について報告を求め

ます。

決算審査特別委員会委員長、岡本健三議員。

○決算審査特別委員会委員長（岡本 健三君） 決算審査特別委員会の審査の報告を行い

ます。

報告書を読み上げます。



決算審査特別委員会審査報告書

本委員会に付託となった次の案件は、審査の結果次のとおり決定したので、日南町議
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会会議規則第７７条の規定により報告する。

令和７年９月２５日

日南町議会 決算審査特別委員会

委員長 岡 本 健 三

日南町議会議長 山 本 芳 昭 様

記

（付託案件）

議案第６７号 令和６年度日南町一般会計決算認定について

議案第６８号 令和６年度日南町国民健康保険特別会計決算認定について

議案第６９号 令和６年度日南町介護保険特別会計決算認定について

議案第７０号 令和６年度日南町介護サービス事業特別会計決算認定について

議案第７１号 令和６年度日南町後期高齢者医療特別会計決算認定について

議案第７２号 令和６年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計決算認定につい

て

議案第７３号 令和６年度日南町簡易水道事業会計決算認定について

議案第７４号 令和６年度日南町下水道事業会計決算認定について

議案第７５号 令和６年度日南病院事業会計決算認定について

（審査の経過及び結果）

本委員会は、令和７年９月４日、５日、８日、９日、１０日、１２日に委員会を開催

し、付託された各議案の会計決算について慎重に審査を行った。

その結果、令和６年度各会計決算は、議案第６７号、６８号、６９号、７０号、７１

号は賛成多数で、議案第７２号、７３号、７４号、７５号は全員一致で、次に述べる審

査意見を付して認定すべきと決定した。

（審査意見）

１．全般

①【主要施策の成果及び財産に関する調書の記述について】

主要施策の成果及び財産に関する調書による決算審査をするにあたり、当初予算

説明附属資料の項目が削除、統合されており、審査しにくくなっている。できる限

り当初予算説明附属資料と調書の項目を揃え、対比し易くされたい。

②【適正な予算計上と執行について】

後期高齢者医療特別会計歳入決算書において、繰越金が予算計上されていなかっ

た。出納閉鎖後に繰越金が確定したら直近の議会において補正を行い、予算の適正

性を確保されたい。

また、農林課の畜産振興対策事業においては、畜産共進会出品奨励金が交付され

ていなかった。予算の執行は町民との約束事であり細心の確認と確実な執行が求め

られる。今後は、予算計上と執行を徹底すること。
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③【町職員の確保と配置について】

職員数が不足し一部施策においては十分に事業執行ができていなかった。特に地

域包括支援センターの事業では、家庭訪問の実施や介護認定調査業務に遅延が発生

し、住民サービスの低下につながる深刻な課題となっている。

限られた人員を効果的に配置する方策や、専門人材の確保・育成に早急に努めら

れたい。

次は、各課ごとです。

２．地域づくり推進課

【企画一般管理事務】

平成３０年度からモンゴル・ゾーンモド市と文化交流や労働力の確保を目的に事業

推進してきたが、課題で「外国人材活用についても、その可能性があるのか困難であ

るのか方向性を定める」とある。令和６年度は、病院・日南福祉会ともモンゴル以外

の国からの介護人材活用を推進している。モンゴルからの人材活用について、止める

ことを含め早期に内容を精査されたい。

３．環境エネルギー課

【新エネルギー推進事業】

町内に電気自動車充電設備を６基設置しているが、道の駅の１基を除く５基につい

ては保守点検が出来ない状況である。継続、廃止について必要性や費用対効果等在り

方を検討されたい。



以上で報告を終わります。

○議長（山本 芳昭君） これより委員長報告に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

討論、採決は、議案番号順に行います。

議案書ファイル９０ページから、日程第４、議案第６７号、令和６年度日南町一般会

計決算認定についての討論を許します。

まず、本案に対する反対者からの発言を許します。

５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 議案第６７号、令和６年度日南町一般会計決算認定に反

対の立場で討論いたします。

幾つかポイントがあります。例年申し上げてることがほとんどですが、まず１つは、

会計年度任用職員の方と正職員の方、大分格差が縮まってきてるとはいえ、やはり休暇
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や手当の面でも格差がございますし、そして一番の格差は給与ですね、条例に定める上

限額に達すると、何年勤められても給与が上がらないという面がございます。これにつ

いては改善をずっと求めているわけですが、なかなか改善されないということでありま

す。

それから、地域づくり推進課の青年結婚・ＵＩターン促進事業でして、これもずっと

申し上げてるんですが、県のふるさとでの新しいライフステージ支援補助金に基づく補

助事業であるにちなん新生活応援奨励金は、年齢制限ですとか妊娠中であるとか、ある

いは小さいお子さんがおられないといけないなどというような条件がありまして非常に

利用しにくいですし、ジェンダー平等が言われる時代にそぐわないような補助金で、か

えってこういう補助金があるということは誤解を招くのではないかと、町に対するです

ね、そういうことがあって、やめたほうがいいというふうに考えております。

それから、環境エネルギー課の塵芥処理事業について、西部広域行政管理組合の負担

金のうち、ごみ処理施設建設費の支出はやめていただきたい。一般廃棄物処理施設整備

基本構想の白紙撤回を組合に申し入れていただきたい。特に日南町では、令和６年度か

ら可燃ごみ減量大作戦に取り組んでおりまして、成果が順調に上がってるというふうに

認識しております。この先には、広域の焼却施設など造らなくても、もっとお金もかか

らない環境にもよい方法があるのではないかと思います。

それから、最後に、教育課の外国語教育推進事業について。これも、いつも申し上げ

ておりますが、海外派遣事業、シアトルですね、これは保護者の方に高額の負担を求め

るという事業で、やはり経済状況がお子さんの参加に影響してるという可能性があると

いうふうに思います。国際交流は、オンラインでの交流ですとか、国内に滞在している

外国人の方との交流など、全ての児童生徒の方が無理なく参加できる事業に重点を移し

ていただきたいと思います。

以上が反対の理由です。討論を終わります。

○議長（山本 芳昭君） 次に、本案に対する賛成者からの発言を許します。

９番、近藤仁志議員。

○議員（９番 近藤 仁志君） 私は、この一般会計を認定すべき立場で意見を述べさせ

ていただきます。

日南町は、限られた財政運営の中で示された健全化判断比率は、実質公債費比率の上

昇は見られるものの、いずれも健全である領域で推移しております。その中で、若者・

子育て政策にも新たな動きも見られ、今後、拡充し、移住定住につなげていけたらと期

待されるものであります。また、地域おこし協力隊も半学半域、インターンシップ型を

取り入れ、日南町をフィールドにして、大学生が自身の研さんと併せ町民との交流の中

で新たな気づきも生まれております。

医療・福祉分野においては、人員不足によるサービス低下を防ぐため、外国人の採用

も本格的に始まっております。バランスの取れた事業執行がなされており、若干の意見
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書を添えて認定すべきと判断いたしました。

○議長（山本 芳昭君） ほかにありませんか。

４番、荒金敏江議員。

○議員（４番 荒金 敏江君） 私は、一般会計決算の認定に反対の立場で討論します。

国の施策による住民個人への給付金は、誰もが何にでも使える現金での給付を原則と

すべきと思います。たったもポイントでの支給は、町独自の施策に限られるべきだと思

います。また、憲法に定められた義務教育無償の原則へ近づけるため、小・中学校の給

食費の負担軽減、さらには無償化を実施すべきだと思います。また、幼保連携、認定こ

ども園として、原則どおり土曜日も平日同様の保育をすべきだと考えます。以上が反対

の趣旨です。

○議長（山本 芳昭君） ほかにありませんか。（「今、反対ですね」と呼ぶ者あり）

反対、賛成です。

７番、岩昭男議員。

○議員（７番 岩 昭男君） 私は、一般会計決算認定すべきという立場で討論をいた

します。

まず、歳出、予算執行全体のことでありますけれども、予算の現額８６億１０６万

０００円という額におきまして、決算額７７億１６８万０００円ということで、

予算の執行率８⒐６％という値となっております。令和５年度におきましては、この執

行率というのが８⒎４％でございました。そういう意味におきまして、６年度の決算に

つきましては、議決を得た予算、それが高い比率で執行されてるという全体的な動きで

あったかなと思います。

また、各課決算の聞き取りをする中におきましては、追加聞き取り等も行い、しっか

りと事業の効果等精査したと考えております。その上で、委員長報告にございました決

算審査の報告に若干意見として上げております意見というのは、決算を認定しない理由

までにはならないというふうに考えております。そういう意味におきまして、私は、こ

のたびの一般会計の決算につきましては認定すべきと考えております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第６７号は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立６名です。起立多数です。よって、本案は、原案のとおり

認定されました。

日程第５、議案第６８号、令和６年度日南町国民健康保険特別会計決算認定について

の討論を許します。
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まず、本案に対する反対者からの発言を許します。

５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 議案第６８号、令和６年度日南町国民健康保険特別会計

決算認定に反対の立場で討論いたします。

これもいつも申し上げてることですけれども、お子さんの均等割、現在、未就学児の

みを国の施策で半額免除しておりますが、お子さん、本当に全く所得のない生まれたば

かりのお子さんからこの国保税を取るというのは、どうなんだということですね。そう

いうことで、まるでお子さんができることに対するペナルティーなんじゃないかという

ようなことを言う方もいらっしゃいます。ですので、ここは、国の施策が行き届かない

分、町独自に１８歳以下のお子さん全員に対してせめて均等割は全額免除していただき

たいということで、私は決算認定に反対いたします。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 次に、本案に対する賛成者からの発言を許します。

２番、大西保議員。

○議員（２番 大西 保君） 私は、委員長報告に賛成の立場で討論いたします。

反対議員はいつも主張されておられますが、国民健康保険税にはそもそも扶養という

概念はありません。健康保険組合とか協会けんぽ等の仕組みと根本に違いがあります。

日南町においては、日南町国保運営協議会において税額を審議されることになっており、

協議会の審議内容を尊重したいと思います。また、国保事業全般にわたり適切に事業を

執行されております。以上により、私は委員長報告のとおり賛成いたします。

○議長（山本 芳昭君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第６８号は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立６名です。起立多数です。よって、本案は、原案のとおり

認定されました。

日程第６、議案第６９号、令和６年度日南町介護保険特別会計決算認定についての討

論を許します。

まず、本案に対する反対者からの発言を許します。

４番、荒金敏江議員。

○議員（４番 荒金 敏江君） 介護給付費準備基金は、１期３年間の介護給付を安定的

に実施することが目的の基金です。この基金の取崩しで保険料の引下げや介護職員の処

遇改善をし、スタッフの確保をすべきと考えます。認定申請調査の遅れ、訪問介護をは

じめ必要な介護給付ができていない状態を改善すべきと考えますので、この認定に反対

します。
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○議長（山本 芳昭君） 次に、本案に対する賛成者からの発言を許します。

３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） デイサービスや各地域の百歳体操などの取組によって、

介護予防、認知症対策等の健康管理が行われております。そして効果も上がっておりま

す。以上の点から認定すべきと考えます。

○議長（山本 芳昭君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第６９号は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立６名です。起立多数です。よって、本案は、原案のとおり

認定されました。

日程第７、議案第７０号、令和６年度日南町介護サービス事業特別会計決算認定につ

いての討論を許します。

まず、本案に対する反対者からの発言を許します。

４番、荒金敏江議員。

○議員（４番 荒金 敏江君） 日南福祉会が負担している施設利用料は、減額している

とはいえ、求めるべきではありません。職員の処遇改善に回すべきと考えますので、こ

の特別会計に反対します。

○議長（山本 芳昭君） 次に、本案に対する賛成者からの発言を許します。

７番、岩昭男議員。

○議員（７番 岩 昭男君） 毎年、本当にこの点につきましては同じことを申し上げ

させていただきます。この施設の利用料につきましては、令和４年度から前年度決算に

基づきまして、いわゆる利益の２０％を負担額とするというふうに日南町と日南福祉会

との契約の中でうたってあるわけでございます。何らこれによって予算が執行されるこ

とは問題ないと思います。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第７０号は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立６名です。起立多数です。よって、本案は、原案のとおり

認定されました。

日程第８、議案第７１号、令和６年度日南町後期高齢者医療特別会計決算認定につい
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ての討論を許します。

まず、本案に対する反対者からの発言を許します。

５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 令和６年度日南町後期高齢者医療特別会計決算認定に反

対の立場で討論いたします。

令和６年度保険料の均等割が７０２円の値上げ、所得割率も⒈５４％の引上げとい

うことがございました。物価高騰と年金の実質目減りの影響で生活が厳しい中で、この

値上げはすべきではありませんでした。また、いつも申し上げていますとおり、後期高

齢者だけが被保険者であるリスク分散をしづらい保険制度、これを改めるよう町として

国へ申し入れていただきたいということで、反対いたします。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 次に、本案に対する賛成者からの発言を許します。

６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 私は、賛成の立場で討論をいたします。

令和６年度から保険料率が改定されました。当然値上がりしたわけですが、日南町に

おいては、後期高齢者医療の被保険者の対象者は前年と比較してほぼ横ばいで推移して

いますが、治療費の高額療養費の件数については大幅に増加してる状態であります。こ

の広域連合に対する納付金が多く増えたことについては、保険料率の見直しもあります

が、現役並みの所得の被保険者が増えたことも要因の一つであるというふうに思ってお

ります。そのうち、所得の低い方については世帯所得に応じた軽減措置が取られており

ますし、窓口負担の増加についても、現役並みの所得のある方にはやはり負担をしてい

ただくためが、この制度を安定して継続するための必要な見直しであるというふうに思

っております。以上で、私は、この賛成の意見とさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第７１号は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立６名です。起立多数です。よって、本案は、原案のとおり

認定されました。

日程第９、議案第７２号、令和６年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計決

算認定についての討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第７２号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

－１４－



〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり認定され

ました。

日程第１０、議案第７３号、令和６年度日南町簡易水道事業会計決算認定についての

討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第７３号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり認定され

ました。

日程第１１、議案第７４号、令和６年度日南町下水道事業会計決算認定についての討

論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第７４号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり認定され

ました。

日程第１２、議案第７５号、令和６年度日南町病院事業会計決算認定についての討論

を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第７５号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり認定され

ました。

・ ・

日程第１３ 議案第７８号 から 日程第１５ 議案第８０号

○議長（山本 芳昭君） タブレット人事案件フォルダーをお開きください。

日程第１３、議案第７８号、日程第１４、議案第７９号、日程第１５、議案第８０号

の日南町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて、３議案

を一括議題とします。
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本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第７８号、日南町固定資産評価審査委員会委員の選任につ

き同意を求めることについてでございます。

日南町固定資産評価審査委員会委員、大塚二美ですが、令和７年の１０月３１日に任

期が満了となります。引き続き同人を選任をしたいので、地方税法第４２３条第３項の

規定によりまして本議会の同意を求めるものでございます。

現在、委員になっていただいております大塚二美さんですが、令和７年の１０月３１

日で任期が満了となります。委員の選任について議会の同意を求めるものでございます。

今回ですが、任期が３年間ということでありますので、御承認いただくようでありまし

たら、令和１０年の１０月３１日までが任期となります。

大塚二美さんですけども、経歴等につきましては、別紙資料を御参照いただいて御確

認をお願いするものでございます。

続きまして、議案第７９号、日南町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについてでございます。

日南町固定資産評価審査委員会委員、木下正紀でございますが、令和７年１０月３１

日に任期が満了となるため、引き続き同人を選任したいので、地方税法第４２３条第３

項の規定によりまして本議会の同意を求めるものでございます。

同じく木下さんですけれども、任期のほうが３年間ということでありまして、令和１

０年の１０月３１日までであります。

木下正紀さんですが、経歴等につきましては、別途資料のほうを載せておりますので、

御確認のほうをお願いするものでございます。

続きまして、議案第８０号、日南町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについてでございます。

日南町固定資産評価審査委員会の委員であります向原英之さんでございますが、令和

７年１０月３１日に任期のほうが満了となります。その後任として次の者を選任したい

ので、地方税法第４２３条第３項の規定によりまして本議会の同意を求めるものでござ

います。

新たにですが、松本道博さんを選任したいというふうに思っとりますので、お願いを

申し上げるものでございます。任期が令和１０年１０月３１日までの３年間でございま

す。

この方の経歴等につきましては、別途資料のほうに載せておりますので、御確認をお

願いするものでございます。

以上、議案３件、御承認いただきますようによろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより各案に対する質疑を許します。質疑のときは、議案番

号をお示しの上、質疑願います。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

討論、採決は、議案ごとに行います。

日程第１３、議案第７８号の討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

この採決は、起立によって行います。

議案第７８号は、原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立全員です。よって、本案は、原案のとおり同意することに

決定しました。

日程第１４、議案第７９号の討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結いたします。

これより採決を行います。

この採決は、起立によって行います。

議案第７９号は、原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立全員です。よって、本案は、原案のとおり同意することに

決定しました。

日程第１５、議案第８０号の討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

この採決は、起立によって行います。

議案第８０号は、原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立全員です。よって、本案は、原案のとおり同意することに

決定しました。

・ ・

日程第１６ 令和７年陳情第５号 から 日程第２１ 令和７年陳情第１０号

○議長（山本 芳昭君） タブレット議会報告・発議フォルダー、陳情審査報告書、総務

教育ファイルをお開きください。

日程第１７、令和７年陳情第５号、消費税率５％への引き下げとインボイス制度の廃
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止を求める陳情書、日程第１８、令和７年陳情第６号、デマと排外主義を認めず多文化

共生社会の実現を目指す決議を求める陳情、日程第１９、令和７年陳情第７号、ゆたか

な学びの実現・教職員定数改善をはかるための、２０２６年度政府予算に係る意見書採

択の陳情書、日程第２０、令和７年陳情第８号、「カリキュラム・オーバーロード」の

改善を求める意見書採択の陳情書、日程第２１、令和７年陳情第９号、保育士配置基準

の引上げの早期完全実施とさらなる改善を求める意見書提出を求める陳情書、日程第２

２、令和７年陳情第１０号、保育所等に対する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の

公費助成の継続を求める意見書の提出を求める陳情書、以上、陳情６件を一括議題とし

ます。

各陳情は、さきに総務教育常任委員会に審査を付託していますので、委員長に委員会

における審査の経過及び結果について報告を求めます。

総務教育常任委員会委員長、岩昭男議員。

○総務教育常任委員会委員長（岩 昭男君） 本委員会に付託されました陳情審査６件

の審査報告をいたします。



陳情審査報告書

令和７年９月２５日

日南町議会議長 山 本 芳 昭 様

日南町議会 総務教育常任委員会

委員長 岩  昭 男

先に、本委員会に付託された令和７年陳情第５号「消費税率５％への引き下げとイン

ボイス制度の廃止を求める陳情書」につき、審査の結果を報告する。

審査の経過及び結果

本委員会は、令和７年９月１１日に委員会を開催し、慎重審議した結果、次の理由に

より、賛成少数をもって不採択と決定した。

理 由

消費税は、全世代型社会保障制度を支える貴重な財源であり、地方を支える大事な財

源である。消費税率を５％に引き下げた場合、概算で１５兆円以上の減収となる。本陳

情には減収分を法人税軽減措置の廃止により賄えるとあるが、景気に左右されやすい法

人税頼みでは社会保障のための安定財源確保とならない。

また、インボイス制度廃止については、制度が定着しつつある中、事業者や行政の事

務システムや会計処理に大きな混乱を招くこととなる。

陳情審査報告書

令和７年９月２５日

日南町議会議長 山 本 芳 昭 様
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日南町議会 総務教育常任委員会

委員長 岩  昭 男

先に、本委員会に付託された令和７年陳情第６号「デマと排外主義を認めず多文化共

生社会の実現を目指す決議を求める陳情」につき、審査の結果を報告する。

審査の経過及び結果

本委員会は、令和７年９月１１日に委員会を開催し、慎重審議した結果、次の理由に

より、賛成少数をもって不採択と決定した。

理 由

本陳情における「デマと排外主義を認めない」との趣旨は、人権尊重や地域社会の健

全な発展に資するものであり、その理念については十分理解するものである。

しかしながら、当町においては、現時点でそのような事象は確認されておらず、直ち

に議会として特定の意思表明を行う必要性は認められない。

また、差別や排外主義を許さないという理念は、日本国憲法及び関係法令により既に

担保されており、地方議会として改めて決議をもって意思表明を行うことは必ずしも必

要ではない。

陳情審査報告書

令和７年９月２５日

日南町議会議長 山 本 芳 昭 様

日南町議会 総務教育常任委員会

委員長 岩  昭 男

先に、本委員会に付託された令和７年陳情第７号「ゆたかな学びの実現・教職員定数

改善をはかるための、２０２６年度政府予算に係る意見書採択の陳情書」につき、審査

の結果を報告する。

審査の経過及び結果

本委員会は、令和７年９月１１日に委員会を開催し、慎重審議した結果、次の理由に

より、全会一致をもって採択と決定した。

理 由

本陳情は令和６年陳情第２号と類似した内容であり、これを全会一致で採択した経過

がある。

子どもたちの豊かな学びの保障や学校の働き方改革の実現には、教職員定数の改善と

処遇の向上が不可欠であり、これらの施策を推進するためには適切な財政措置が求めら

れる。

陳情審査報告書

令和７年９月２５日
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日南町議会議長 山 本 芳 昭 様

日南町議会 総務教育常任委員会

委員長 岩  昭 男

先に、本委員会に付託された令和７年陳情第８号「『カリキュラム・オーバーロー

ド』の改善を求める意見書採択の陳情書」につき、審査の結果を報告する。

審査の経過及び結果

本委員会は、令和７年９月１１日に委員会を開催し、慎重審議した結果、次の理由に

より、全会一致をもって採択と決定した。

理 由

現在、文部科学省は次期学習指導要領の改定に向け、中央教育審議会の部会において

学習内容の重点化を検討課題として掲げている。カリキュラム・オーバーロードの問題

に対し、教える内容の厳選や授業形態の見直しに着手しており、新学習指導要領によっ

て改善が図られるものと考えられる。

陳情審査報告書

令和７年９月２５日

日南町議会議長 山 本 芳 昭 様

日南町議会 総務教育常任委員会

委員長 岩  昭 男

先に、本委員会に付託された令和７年陳情第９号「保育士配置基準の引上げの早期完

全実施とさらなる改善を求める意見書提出を求める陳情書」につき、審査の結果を報告

する。

審査の経過及び結果

本委員会は、令和７年９月１１日に委員会を開催し、慎重審議した結果、次の理由に

より、賛成少数をもって不採択と決定した。

理 由

令和５年の閣議決定により保育士配置基準が改定され、さらに令和７年には１歳児に

係る配置改善加算が新設された。しかしながら、配置基準を急速に引き上げることは、

人材不足を一層深刻化させるおそれがある。

一方、日南町立認定こども園においては、既に当該基準を充足したうえで、ＩＣＴの

積極的活用により保育士の業務負担軽減を図っている。

陳情審査報告書

令和７年９月２５日

日南町議会議長 山 本 芳 昭 様

日南町議会 総務教育常任委員会
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委員長 岩  昭 男

先に、本委員会に付託された令和７年陳情第１０号「保育所等に対する社会福祉施設

職員等退職手当共済制度の公費助成の継続を求める意見書の提出を求める陳情書」につ

き、審査の結果を報告する。

審査の経過及び結果

本委員会は、令和７年９月１１日に委員会を開催し、慎重審議した結果、次の理由に

より、賛成少数をもって不採択と決定した。

理 由

保育所等に対する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成の在り方について

は、こども家庭庁において、他の経営主体とのイコールフッティングの観点や保育人材

確保の課題等を踏まえ検討が行われており、その結論をもって判断すべきである。

なお、日南福祉会が運営する「事業所内保育おひさま」は公費助成の対象外であるた

め、公費助成の継続の有無が直ちに影響を及ぼすものではない。



以上です。

○議長（山本 芳昭君） これより委員長報告に対する質疑を許します。なお、質疑のと

きは、陳情番号をお示し上、質疑願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

討論、採決は、陳情ごとに行います。

日程第１７、令和７年陳情第５号、消費税率５％への引き下げとインボイス制度の廃

止を求める陳情書の討論を許します。

本陳情に対する委員長報告は、不採択です。

まず、原案である陳情第５号に対する賛成者からの発言を許します。

５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 令和７年陳情第５号、消費税率５％への引き下げとイン

ボイス制度の廃止を求める陳情書を採択すべき、賛成という立場で討論いたします。い

ろいろな論点があるんですが、委員会の審査報告の理由に沿って反対というか、述べた

いと思います。

まず、消費税は、全世代型社会保障制度を支える貴重な財源であるというふうに書い

てありますけれども、これは、もう前から申し上げるとおりに、社会保障制度をちっと

も支えておりません。それどころか、この頃、年金は下がるし、子育ての支援金を今度

は国保税、後期高齢者医療の保険料から取るというような話もあって全然支えてなくて、

法人税、所得税の減税分が消費税に振り替えられてるということは、もうこれは周知の

事実であります。
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それから、次もひどい誤解なんですけれども、地方を支える大事な財源であるという

ことにつきましても、これも先般の６月定例会で私、一般質問していただいて、執行部

に５％に減税したときに、町の財政への影響はどうですかということをお聞きしました。

そうしますと、収入は０００万円減ると。ただ、支出のほう、当然町も全部一々支出

する際に消費税払ってますから、支出のほうで約５００万円減るということで、差引

き５００万円得をするということが少なくとも日南町ではあるわけです。だから日南

町のような少なくとも小さい自治体では、とても地方を支えるどころか、地方を痛めつ

ける税金になってるということです。

それから、消費税率５％に下げた場合に概算で１５兆円以上の減収となるとあります

が、これは財源につきましては、陳情者が出した資料に詳しい試算がありまして、いろ

いろありますけれども、金融資産に対する課税強化、申告所得税の累進税率の見直し、

相続税の累進税率の見直し、法人税の特別措置を廃止し、一律税率を累進税率にすると

いったことで合計５６兆円余りの増収が見込めるということで、この一部を行うだけで

十分に賄える。これだけいろいろな財源があるわけですから安定的ですし、消費税が安

定してるというのは、反対に言うと、所得が低い方からももう漏れなく取る、非常に人

を苦しめるそういう税金であるということが明らかなので、そういうものはできればや

めたほうがいいんですけど、まずは５％に下げたほうがいい。

それから、最後に、インボイス制度についてですけれども、定着しつつあるとおっし

ゃいましたが、今これは控除がされてます。ですので、インボイスに沿って必ずしも、

消費税をきちんと納めなきゃいけないんですけれども、その控除分があるので、これか

ら年数がたつに従って控除分がだんだんとなくなってきます。日南町に対しては、直接

の影響が一番大きいのは今のところ林業だと思います。山主の方はほとんどの方が非課

税事業者で、となると、誰が消費税を負担しなきゃいけないかというと、市場が負担し

なきゃいけなくなってくるわけです。ですので、その代わりに今、市場は手数料にこの

消費税負担分を上乗せしております。今は、まだ控除が効いてるので上乗せ率はたしか

２％ぐらいで少ないですけれども、これから控除が少なくなっていけば、どんどんこの

負担、上乗せ料も大きくなっていく可能性がありますということで、とても制度が定着

しつつあるなんて、そんなのんきなことを言ってられるような状況ではございません。

フリーランスの方など小規模事業者の方などについても、ひそかに廃業してる方がおら

れるのではないかと思います。ということで、ぜひこの陳情を採択すべきと申し上げて、

討論といたします。

○議長（山本 芳昭君） 次に、陳情原案に対する反対者からの発言を許します。

６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 私は、反対の立場で討論をさせていただきます。極めて

ちょっと簡単に申し上げたいと思います。

消費税については、当然もともと、今も一緒で社会保障を支える財源として消費税を
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つくったわけです。今この財源の中で消費税を５％に減税をした場合は、私が単純に計

算しても１２兆円、１５兆円という減収ということになります。陳情書のほうにもあり

ましたけども、ほかの財源でということで、例えば所得税とか法人税というのに切り替

えることの代替は私はちょっと無理じゃないかと、景気によってかなり左右されますの

で、１２兆円以上の財源を確保できないときに一体どうしましょうかということもあり

ます。

先ほどありました消費税が地方に財源というのは、これは陳情書のほうにも書いてあ

りましたので、それをちょっと引用させてもらったかもしれませんが、消費税の約４割

が地方の財源となっています。地方にとっては大きな減収となり、地方の社会福祉政策

やサービスについて大きな影響を与えると考えられます。

それから、インボイス制度については、目的は、消費税を正しく納めていただくと、

税率を正しく把握するためであり、消費者から預かった消費税を益税とはせずに国に納

税をするための制度であり、制度が定着してきた今、廃止ということになると、いろん

な企業が会計ソフトを替えてますので、また元に返すと大変な混乱を招くというふうに

考えております。よって、意見書の提出には反対をいたします。

○議長（山本 芳昭君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

令和７年陳情第５号の委員長報告は、不採択です。よって、採決は、陳情の原案につ

いて行います。

本陳情を採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立２名です。起立少数です。よって、本陳情は、委員長報告

のとおり不採択とすることに決定しました。

日程第１８、陳情第６号、デマと排外主義を認めず多文化共生社会の実現を目指す決

議を求める陳情の討論を許します。

本陳情に対する委員長報告は、不採択です。

まず、原案である陳情第６号に対する賛成者からの発言を許します。

５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 令和７年陳情第６号、デマと排外主義を認めず多文化共

生社会の実現を目指す決議を求める陳情に賛成の立場、採択すべきとの立場で討論しま

す。

日本国憲法は、その前文で、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和

のうちに生存する権利を有する」と述べており、憲法の理念は差別や排外主義を許さな

い、これは委員長報告のとおりです。また、１９７８年の最高裁の判決も、憲法が保障
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する基本的人権は在留する外国人に対してもひとしく及ぶと明確に述べています。しか

し、そうやって憲法が保障しているはずの外国人の人権に対し、それを守るべき基本法

すらないのが現在の日本の実情であります。この点、全国知事会が基本法の制定を提言

で提案しているということが問題を的確に示しています。

また、陳情者が陳情の法的根拠として、あえて人種差別撤廃条約を持ち出していると

いうのも、この辺りの法の不整備という事情を考慮してのことだと思われます。さらに、

７月に行われた参議院選挙では、日本人ファーストという排外主義を標榜するスローガ

ンや、外国人は優遇されてるといったデマを振りまく政党が躍進し、相当数の国会議員

が当選しました。このことが果たして日南町に住む私たちに無関係でしょうか。

まして、今や誰もが、その気になればインターネットで全国から発信される言説に気

軽に接することができる時代です。確かに日南町内で街頭で公然とデマや排外主義が振

りまかれたことはないかもしれません。しかし、その脅威は着実に、日本にいる外国人

の方たちの暮らし、ひいては私たち日本人の暮らしを脅かしています。このようなとき

に、地域の自治に責任を持つ町議会が、デマや排外主義を認めず、多文化共生社会を目

指すとはっきり意思表示し宣言することは、日南町に暮らす全ての人たちを安心させ、

町や町議会に対する信頼を醸成するのではないでしょうか。

最後に、参考までに申し上げますが、お隣の南部町の町議会は、昨日、差別、排外主

義を否定し、多文化共生社会を目指す意見書を全会一致で採択したそうです。南部町議

会をまねせよと言うつもりはございません。しかし、日南町では、住民の方たちが危機

感を抱いてこうして陳情を提出してくださっています。ぜひ採択すべきであると申し上

げ、私の討論といたします。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 次に、陳情原案に対する反対者からの発言を許します。

３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 私たちの日南町はじめ多文化共生社会を目指してる自治

体は、ＡＬＴ、ＣＩＲを招致し、国際感覚を育む教育をしています。特別に外国人とい

う区別をするのではなく、共に暮らし、共に生活することが重要ではないでしょうか。

以上のような点から、不採択すべきと考えます。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

令和７年陳情第６号の委員長報告は、不採択です。よって、採決は、陳情の原案につ

いて行います。

本陳情を採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立２名です。起立少数です。よって、本陳情は、委員長報告
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のとおり不採択とすることに決定しました。

日程第１９、令和７年陳情第７号、ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるた

めの、２０２６年度政府予算に係る意見書採択の陳情書の討論を許します。

本陳情に対する委員長報告は、採択です。

〔討論なし〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

令和７年陳情第７号の委員長報告は、採択です。

本陳情は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本陳情は、委員長報告のとおり

採択とすることに決定しました。

日程第２０、令和７年陳情第８号、「カリキュラム・オーバーロード」の改善を求め

る意見書採択の陳情書の討論を許します。

本陳情に対する委員長報告は、不採択です。

まず、原案である陳情第８号に対する賛成者からの発言を許します。

４番、荒金敏江議員。

○議員（４番 荒金 敏江君） 国の調査によると、公立小・中学校教職員は、持ち帰り

残業を含み平日１１時間半働いていて、土日出勤もあるということです。高校でも平日

１０時間３６分働いているという調査結果です。教職員は、授業準備や子供とじっくり

向き合う時間が取れないと訴え、子供や親は、先生が忙し過ぎて声をかけづらいと困っ

ています。子供の不登校、教職員の休職も増えていますし、教員の成り手不足にもつな

がっています。

また、今の授業は、子供にとって多過ぎて教育効果も上がらないと指摘されています。

次期の学習指導要領の改訂では、内容の見直し、標準授業時間の削減が必要だと思いま

すので、カリキュラム・オーバーロードの改善を求める意見書を採択すべきと考えます。

○議長（山本 芳昭君） 次に、陳情原案に対する反対者からの発言を許します。

３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 文部科学省の中央審議会の特別委員会は、９月５日、児

童生徒の状況に応じた柔軟な教育課程が編成できるよう、学校現場の裁量を拡大し、各

教科の授業時間数の増減を一定範囲で可能にする制度を導入とのことであります。また、

鳥取県教育委員会において、各市町村の教育委員会、学校に実態や指導体制に応じた業

務の効率化等の対応を求めているとのことであります。こうした状況を踏まえて、日南

町議会として採択ではなく、不採択と考えます。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

令和７年陳情第８号の委員長報告は、不採択です。よって、採決は、陳情の原案につ

いて行います。

本陳情を採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立２名です。起立少数です。よって、本陳情は、委員長報告

のとおり不採択とすることに決定しました。

日程第２１、陳情第９号、保育士配置基準の引上げの早期完全実施とさらなる改善を

求める意見書提出を求める陳情書の討論を許します。

本陳情に対する委員長報告は、不採択です。

まず、原案である陳情第９号に対する賛成者からの発言を許します。

４番、荒金敏江議員。

○議員（４番 荒金 敏江君） 子供たちにもう一人保育士をという運動の積み重ねで、

昨年２０２４年、何と７６年ぶりに４、５歳児配置基準が３０人に１人から２５人に１

人に改正されました。３歳児は１５人に１人に法改正されました。７６年間待たされた

改正ですが、期限を定めない経過措置として４、５歳児は３０人に１人、３歳児は２０

人に１人の保育士での運営も可能とされています。保育園での事故を防ぎ、子供たちの

健やかな成長を保障できる保育基準の引上げは必要ですので、この意見書を上げること

に賛成します。

○議長（山本 芳昭君） 次に、陳情原案に対する反対者からの発言を許します。

２番、大西保議員。

○議員（２番 大西 保君） 反対の立場で討論します。

先ほどの理由が、ほとんどもうそのとおりでございまして、２年前もこの内容がござ

いました。そして先ほど言われましたように、７６年ぶりですか、なりました。そして

今、日南町の本園、２つの分園、これが国、県の基準に十分満たしているので、町とし

ては、これは出す必要はないと考えております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

令和７年陳情第９号の委員長報告は、不採択です。よって、採決は、陳情の原案につ

いて行います。

本陳情を採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立２名です。起立少数です。よって、本陳情は、委員長報告
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のとおり不採択とすることに決定しました。

日程第２２、令和７年陳情第１０号、保育所等に対する社会福祉施設職員等退職手当

共済制度の公費助成の継続を求める意見書の提出を求める陳情書の討論を許します。

本陳情に対する委員長報告は、不採択です。

まず、原案である陳情第１０号に対する賛成者からの発言を許します。

４番、荒金敏江議員。

○議員（４番 荒金 敏江君） この意見書で言われている社会福祉施設職員等退職手当

共済制度は、保育所だけが加盟する共済制度ではありません。社会福祉法人が経営する

福祉施設、介護保険施設で働く職員の退職手当共済制度です。日南福祉会も、全職員が

その対象にはなっていないということですけれども、加入しております。退職手当金支

給財源の３分の２が公費助成、残り３分の１を福祉会が負担しています。公費助成がな

くなり、全額を日南福祉会が負担することになれば、経営に大きな影響が生じ、職員の

待遇、職員の確保にも影響が出ます。来年度までに結論を出すという段階で国に強く声

を上げていくことが大切です。地元の社会福祉施設を支える自治体の議会として、この

陳情は採択すべきと考えます。

○議長（山本 芳昭君） 次に、陳情原案に対する反対者からの発言を許します。

６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 私は、この陳情、委員長報告に賛成の立場で討論をいた

します。

保育所等に対する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成については、現在、

継続中ですが、経営主体間のイコールフッティングの観点、つまり社会福祉法人であっ

たり、株式会社であったり、そういういろんな違いがありますので、それに対して保育

人材の確保の問題等もあり、令和８年度までに結論を出すということとされていますの

で、私としては、結果を待つべきだというふうに考えております。

また、先ほどありましたが、日南町内の社会福祉法人が運営する保育事業、おひさま

ですね、日南福祉会が運営する事業者内保育施設としておひさまがありますが、社会福

祉施設職員等退職手当共済法の公費助成適用外となっております。つまり日南町議会と

して、意見書の提出は今現在としては必要ないと考えております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ほかにありませんか。

５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 陳情第１０号、保育所等に対する社会福祉施設職員等退

職手当共済制度の公費助成の継続を求める意見書の提出を求める陳情書に賛成、採択す

べきとの立場で討論いたします。

ちょっとただいま討論、誤解もある感じがするので、日南福祉会の運営している保育

施設のおひさまは、認可保育所ではないというようなこともあるんですかね、対象にな

ってないようですけれども、職員の方、普通の介護の職員の方がこの共済制度の公費助
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成の対象になってる方もおられる、全員じゃないにしてもなっとるということですので、

日南町にも大いに関係ある。保育所等って書いてありますから、ちゃんと陳情には、社

会福祉施設職員等退職手当共済制度ですので、保育所だけではございませんので、その

点、誤解なきようにということで、もしこれがなくなれば、本当に日南福祉会にとって

大変なことになると思います。ぜひこの陳情を採択すべきです。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ほかにありませんか。

２番、大西保議員。

○議員（２番 大西 保君） 私は反対の立場ですが、私どもも、やはりこの件で、公

費助成の継続ということですから、現在公費助成をしてるということに限って調査をい

たしましたが、今言われました日南福祉会も公費助成の対象外となっておると聞いとる

ので、これについては……（発言する者あり）いや、それについてちょっといろいろ調

べたんですけども、私どもとしては、これは出す必要ないと、要するに公費の継続です

から、してないのに継続はないと思っておりますので、出す必要はないと思っておりま

す。

○議長（山本 芳昭君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

令和７年陳情第１０号の委員長報告は、不採択です。よって、採決は、陳情の原案に

ついて行います。

本陳情を採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立２名です。起立少数です。よって、本陳情は、委員長報告

のとおり不採択とすることに決定しました。

ここで暫時休憩といたします。再開を１０時３５分からといたします。

午前１０時２２分休憩

午前１０時３５分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

ここで訂正がございます。

日程番号でございますが、日程第１５の次が日程第１７となっておりまして、日程第

１６が抜けておりました。先ほど申し上げました日程第１７、令和７年陳情第５号とい

うところでございますが、これは訂正をさせていただいて、日程第１６、令和７年陳情

第５号、その次が日程第１８が１７、１９が１８、２０が１９、２１が２０、先ほど申

し上げました日程第２２、令和７年陳情第１０号、この２２が２１ということで訂正を

させていただきたいと、１つずつずれておりましたので、訂正をさせていただきたいと
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思います。

・ ・

日程第２２ 令和７年陳情第４号

○議長（山本 芳昭君） 続きまして、陳情審査報告書、経済福祉ファイルをお開きくだ

さい。

日程第２２、令和７年陳情第４号、牛ノ尾川の維持管理に関する陳情書を議題としま

す。

本陳情は、さきに経済福祉常任委員会に審査を付託していますので、委員長に委員会

における審査の経過及び結果について報告を求めます。

経済福祉常任委員会委員長、櫃田洋一議員。

○経済福祉常任委員会委員長（櫃田 洋一君）



陳情審査報告書

令和７年９月２５日

日南町議会議長 山 本 芳 昭 様

日南町議会 経済福祉常任委員会

委員長 櫃 田 洋 一

先に、本委員会に付託された令和７年陳情第４号「牛ノ尾川の維持管理に関する陳情

書」につき、審査の結果を報告する。

審査の経過及び結果

本委員会は、令和７年９月１１日に委員会を開催し、慎重審議した結果、次の理由に

より、賛成少数をもって趣旨採択と決定した。

理 由

牛ノ尾川は通常砂防河川に位置づけられ、鳥取県が管理する河川である。各まちづく

り協議会等から健全な河川管理を求める要望も出ており、町は牛ノ尾川を含む１３件の

河川砂防事業を県に繰り返し要望している。

特定の地域だけでなく町全体の重要案件として県へ働きかけており、趣旨採択すべき

とした。



○議長（山本 芳昭君） これより委員長報告に対する質疑を許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

日程第２２、令和７年陳情第４号、牛ノ尾川の維持管理に関する陳情書の討論を許し

ます。

本陳情に対する委員長報告は、趣旨採択です。
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まず、原案である陳情第４号に対する賛成者からの発言を許します。

５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 令和７年陳情第４号、牛ノ尾川の維持管理に関する陳情

書を採択すべき、賛成という立場で討論いたします。

委員会でもそうだったんですけれども、この趣旨は皆さんよく分かると、理解される

ということだと思います。それで、住民の方の意見としては、繰り返し要望しているが、

何ともならないと。だから、やむにやまれず陳情を議会へ提出したということですので、

この陳情は、何も別にこの牛ノ尾川の問題のところを最優先でやってくれとかっていう

ような陳情ではなくて、とにかく速やかにやってくださいというそういう陳情ですので、

この陳情を採択して、県に１３件とともに、１件についてはこういう陳情も出てますと

いうことで、やはりさらに強く申し入れればいいというふうに私は考えますので、採択

すべきと思います。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 次に、陳情原案に対する反対者からの発言を許します。

９番、近藤仁志議員。

○議員（９番 近藤 仁志君） 私は、委員長報告に賛成の立場で発言させていただきま

す。

委員長の結果に対して、ダブるところがたくさんあるわけなんですが、経済福祉常任

委員会では、現地調査を行い、特に河川に繁った樹木は伐採する必要性は感じました。

しかし、牛ノ尾川は、通常砂防河川に位置づけられており、鳥取県が管理する河川であ

ります。また、町に対して、各まち協から町の行政プロセスに沿って毎年多くの河川掘

削をはじめとする健全な河川管理を求める要望が寄せられております。その中で、町か

らも牛ノ尾川を含む１３件の河川砂防事業として県に強く要望を繰り返し行っておられ

ます。この現状を踏まえると、特定の地区だけでなく町全体の同様な案件の重要性を認

識して県への働きかけを継続する、そういった意思表示として現段階では趣旨採択とす

べきと考えます。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ほかにありませんか。

〔討論なし〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

令和７年陳情第４号の委員長報告は、趣旨採択です。よって、採決は、陳情の原案に

ついて行います。

本陳情を採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立２名です。起立少数です。よって、本陳情は、委員長報告

のとおり趣旨採択とすることに決定しました。

・ ・
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日程第２３ 発議第７号

○議長（山本 芳昭君） 発議第７号ファイルをお開きください。

日程第２３、発議第７号、少人数学級・教職員定数の改善に係る意見書提出について

を議題とします。

本件につき、提案者から趣旨説明を求めます。

総務教育常任委員会委員長、岩昭男議員。

○総務教育常任委員会委員長（岩 昭男君）



発議第７号

少人数学級・教職員定数の改善に係る意見書提出について

上記の議案を、別紙のとおり日南町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出す

る。

令和７年９月２５日提出

提出者 日南町議会 総務教育常任委員会

委員長 岩  昭 男

少人数学級・教職員定数の改善に係る意見書（案）

学校現場では、貧困・いじめ・不登校・教職員の長時間労働や未配置など解決すべき

課題が山積しており、子どもたちのゆたかな学びを保障するための教材研究や授業準備

の時間を十分に確保することが困難な状況となっている。ゆたかな学びや学校の働き方

改革を実現するためには、加配教員の増員や少数職種の配置増など教職員定数改善が不

可欠である。

２０２１年の「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の

一部を改正する法律」により、国の小学校の学級編制標準は２５年度までに３５人に引

き下げられた。また、中学校においては２６年度から引き下げる方針となっている。今

後は、高等学校での早期実施と、きめ細かい教育活動をすすめるために、さらなる学級

編制標準の引き下げ、少人数学級の実現が必要である。

よって、国会及び政府におかれては、地方教育行政の実情に十分に認識され、地方自

治体が計画的に教育行政を進めることができるように、下記の措置を講じられるよう強

く要請する。

記

１．高等学校での３５人学級を早急に実施すること。また、さらなる学級編制標準の引

き下げ等少人数学級について検討すること。

２．学校の働き方改革・長時間労働是正を実現するため、加配教員の増員や少数職種の

配置増など教職員定数改善を推進すること。

３．自治体で国の標準を下回る「学級編制基準の弾力的運用」の実施ができるよう加配
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の削減は行わないこと。

４．教職員の処遇について、新規採用を持続的に確保し、専門性を発揮し意欲をもって

働くことができるよう、改善に必要な財政措置を講じること。

５．新卒者の就業機会や教職員の年齢構成のバランスの確保等の観点を十分に考慮し、

すべての自治体で定年引上げ期間中に教職員の安定的な新規採用ができるよう、定数

加配措置をはじめとした必要な財政措置を講ずること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和７年９月２５日

鳥取県日南町議会議長 山 本 芳 昭

（提出先）

衆 議 院 議 長 額 賀 福志郎 様

参 議 院 議 長 関 口 昌 一 様

内閣総理大臣 石 破 茂 様

財 務 大 臣 加 藤 勝 信 様

総 務 大 臣 村 上 誠一郎 様

文部科学大臣 あ べ 俊 子 様



以上です。

○議長（山本 芳昭君） これより本件に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

日程第２３、発議第７号の討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

発議第７号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第２４ 発議第８号

○議長（山本 芳昭君） 発議第８号ファイルをお開きください。

日程第２４、発議第８号、簡易水道事業及び下水道事業への財政措置の強化を求める

意見書提出についてを議題とします。

本件につき、提案者から趣旨説明を求めます。
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経済福祉常任委員会委員長、櫃田洋一議員。

○経済福祉常任委員会委員長（櫃田 洋一君）



発議第８号

簡易水道事業及び下水道事業への財政措置の強化を求める意見書

提出について

上記の議案を、別紙のとおり日南町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出す

る。

令和７年９月２５日提出

提出者 日南町議会 経済福祉常任委員会

委員長 櫃 田 洋 一

簡易水道事業及び下水道事業への財政措置の強化を求める

意見書（案）

日南町の簡易水道事業は昭和３０年代から始まり、おおよそ６０有余年が経過してい

る。また、下水道事業は平成８年から事業開始され現在２９年が経過している。両事業

とも今後、老朽化に伴う更新や耐震化などが必要となる。人口減少に直面する中で有収

水量の減少は避けられず、また物価高騰で日常の維持管理や修繕に必要な経費も増大し

ていることから、安定的な事業経営が難しい状態に追い込まれている。

元々、中山間地の小規模な自治体では、都市部の大規模な自治体に比べてスケールメ

リットが得られにくく、簡易水道事業と下水道事業の使用料を高く設定せざるを得ない。

これまで住民はその負担に耐えてきたが、高齢化で年金生活者が増えた上、引き続く物

価高騰は住民の暮らしを圧迫している。このような中、町は令和８年度からの簡易水道

使用料の引き上げを計画しており住民の負担は増大する。

地方創生がうたわれ都市部からの移住定住が推奨される中でも、生活のインフラが必

ずしも充実していない中山間地の自治体は人口の社会増を自然減が大幅に超過する状態

を脱することができていない。生活に必須のインフラである簡易水道と下水道の使用料

をせめて周辺の地方小都市よりも低く抑えることが好ましいが、財政的にそれが難しい

状況にある。

生活に必須のインフラであり、また移住定住者を迎えるためのひとつのポイントであ

る簡易水道と下水道の使用料を抑制しつつ、長期的に安定した事業経営を続けるために

以下を強く求める。

１．中山間地域に対する高料金対策への財政措置を早急に強化すること。

２．将来的に簡易水道事業、下水道事業を安定して運営するために必要な設備更新や耐

震化などへの財政措置を早急に強化すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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令和７年９月２５日

鳥取県日南町議会議長 山 本 芳 昭

（提出先）

衆 議 院 議 長 額 賀 福志郎 様

参 議 院 議 長 関 口 昌 一 様

内閣総理大臣 石 破 茂 様

総 務 大 臣 村 上 誠一郎 様



○議長（山本 芳昭君） これより本件に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

日程第２４、発議第８号の討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

発議第８号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第２５ 発議第９号

○議長（山本 芳昭君） 発議第９号ファイルをお開きください。

日程第２５、発議第９号、生活保護基準引き下げに対する「いのちのとりで裁判」の

最高裁判決を踏まえた早期の全面解決を求める意見書提出についてを議題とします。

本件につき、提案者から趣旨説明を求めます。

５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 提出者として、意見書の趣旨説明させていただきます。

発議第９号、生活保護基準引き下げに対する「いのちのとりで裁判」の最高裁判決を

踏まえた早期の全面解決を求める意見書提出について。

上記の議案を、別紙のとおり日南町議会会議規則第１４条第１項及び第２項の規定に

より提出いたします。日付は本日、提出者は私、岡本健三、そして賛成者が荒金敏江議

員です。

次のページを見ていただければと思いますが、意見書の内容についてです。

生活保護基準引き下げに対する「いのちのとりで裁判」の最高裁判決を踏まえた早期

の全面解決を求める意見書の案ということで載っておりますが、まず、このいのちのと
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りで裁判ですけれども、これは、国が、２０１３年８月から３回に分けて生活保護基準

のうちの生活費部分である生活扶助基準を平均⒍５％、最大で１０％、年間削減額が６

７０億円、こういう引下げをしたと。この引下げは物価偽装までして強行した大幅引下

げだったということで、全国２９都道府県で０００人を超える方が裁判を起こしてい

ます。

ちなみに、先日の一般質問で、この日南町での対象の方ということをお聞きしたとこ

ろ、対象期間中の被保護世帯、生活保護を受けてた方の世帯が延べ８９５世帯、ただ、

影響については、いろいろあるので直接影響があったかどうかは分からないということ

でしたが、少なくともこの８９５世帯の方が影響を受けた可能性があるということです、

町内で。

これに対して最高裁判所が、去る６月２７日にこの引下げ処分の取消しをする判決を

言い渡しました。判決では、生活保護法８条２項は、保護基準は保護の種類に応じて必

要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすものとすべき旨を規定しているとい

うことを指摘しまして、生活保護利用者の生活実態とかけ離れた物価変動率を用いた保

護基準の引下げを違法としました。

これはどういうことかというと、生活保護世帯の消費実態とかけ離れた一般世帯の消

費支出を基に計算したということでして、これは、当時、テレビとかパソコンが非常に

安くなった、物価が下落したわけですけれども、生活保護を受けてらっしゃる世帯では、

こういったテレビとかパソコン等は一般の世帯の３分の１から４分の１の世帯しか購入

することができなかったということで、全く一般世帯と影響が違うのに一般世帯の物価

変動率を用いたということで、これは違法であるということです。そして、判決では、

これは憲法１３条の個人の尊厳、憲法２５条、生活保護、３条の健康で文化的な最低限

度の生活を営む権利を侵すということで、これを考えれば当然の判断であるということ

です。

意見書では、「この判決に従い、国が次の事項を速やかに実施するよう求める」とい

うことで、４つの要望事項について読み上げます。

まず、１、保護費の引下げの影響を受けた全ての生活保護利用者に対して国は直ちに

謝罪すること。２、専門家委員会の審議を理由に被害回復を引き延ばすのではなく、直

ちに被害回復を行うこと。また、各地の係争中の訴訟を速やかに終わらせ、被害回復に

取り組むこと。３、保護費引下げの影響を受けた２０１３年当時から現在までの生活保

護利用者に対する違法な行政処分の速やかな被害回復を進めること。４、違法とされた

保護基準の設定に至る経過について、原告、弁護団、当事者が参加した検証を行うこと

ということで、これを地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するということで、

日付は本日で、提出先は、衆議院議長、額賀福志郎様、参議院議長、関口昌一様、内閣

総理大臣、石破茂様、厚生労働大臣、福岡資麿様ということで、御賛同をいただきたい

と思います。
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以上で趣旨の説明を終わります。

○議長（山本 芳昭君） これより本件に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

日程第２５、発議第９号の討論を許します。

まず、本件に対する反対者からの発言を許します。

２番、大西保議員。

○議員（２番 大西 保君） 私は、意見書提出に対して反対の立場で討論いたします。

先ほど提出者は、９月の定例会の一般質問で、日南町内で影響を受けられた人数と扶

助費削減の総額を聞かれました。減額や増額もあり、直接影響を受けた住民の数や削減

金額を正確に算定するのは困難があるとの答弁がありましたが、この生活保護費の基準

は厚労省の方針によって支給されるものであります。このたびの判決を受け厚労省が８

月１３日から複数回会議を開き、国としての今後の対応を取りまとめることになってお

りますので、それを見守りたいと思っております。

この中で、いろいろ調べてみましたら、大変項目が多く、毎月変わる可能性、世帯数、

年齢、それから地域性、転出、転入、そういった３年間、２０１３年から１５年、３年

間を今から、でも、判決ではもう決まっておるので国の責任においてきっちりすると思

いますので、やはり正確性とか、それをしないと多かったり少なかったりすると大変混

乱を招きますので、今、国として、その辺は専門家委員会できちっと対応されている会

議を開いておられますので、日南町として今この意見書を出す必要はないと考えます。

以上であります。

○議長（山本 芳昭君） 次に、本件に対する賛成者からの発言を許します。

４番、荒金敏江議員。

○議員（４番 荒金 敏江君） 国は、２０１３年から１５年にかけて平均⒍５％、最大

１０％の引下げを行いました。これによって、目が見えなくなった独り暮らしの男性の

方が友人と会うことをやめたという受給者の声が報道されています。物価が下がれば生

活費が少なくて済むはずという判断で生活保護の支給額を下げたわけですが、当時の総

務省の消費者物価指数はマイナス⒉３５％でした。厚労省は、独自の指数を用いて物価

下落率をマイナス⒋７８％としました。デフレ調整と言われています。この物価下落率

などを根拠に平均⒍５％、最大１０％引き下げたわけです。厚労省の計算は、テレビ、

ビデオレコーダー、パソコンなど値下がりしやすい品目の影響を強く反映していました。

これは恣意的な指数だと原告たちは主張しました。また、生活保護の見直しは、専門家

による会議で検討され、厚生労働大臣がその報告を踏まえて基準を改定するのが通例だ

ったのですが、専門家による会議は検討されませんでした。

最高裁判所の判決では、物価の変動は、生活保護の基準を見直す指標の一つだが、専
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門家の審議、検討が行われていないなど、専門的な知識に基づくとは認められない。デ

フレ調整の判断過程と手続には誤りがあったとして、生活保護の引下げを取り消す判決

を言い渡し、国の敗訴が確定しました。三権分立の原則からいって最高裁判所の判決に

政府は従わなくてはいけないはずです。しかし、国は３か月近くたっても、原告に引下

げ分を補償するどころか、違法とされた当時の判断について謝罪すら行っていません。

また、生活保護の基準は多くの制度に連動します。例えば最低賃金、介護保険の自己

負担限度額、就学援助、住民税非課税基準など４７の制度に連動するので、生活保護を

受給していない人も決して無縁ではなく、国民全体の生活基準なのです。健康で文化的

な生活を全ての国民に保障する憲法２５条を国民生活に生かしていくという観点で、ま

さに命のとりでです。多くの自治体から、早くこれを認め、補償していくように声を上

げていくことが私たちの生活を守っていくために必要です。ぜひ意見書に賛同をお願い

します。

○議長（山本 芳昭君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

発議第９号は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立２名です。起立少数です。よって、本件は、否決されまし

た。

・ ・

日程第２６ 議員派遣の件

○議長（山本 芳昭君） 日程第２６、議員派遣の件を議題とします。

今後予定されています議員派遣の件については、議員派遣の件、今後の予定ファイル

のとおりです。

お諮りします。議員派遣について御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議員派遣の件は、議員派遣の件、

今後の予定ファイルのとおり決定しました。

・ ・

日程第２７ 委員の派遣について

○議長（山本 芳昭君） 日程第２７、委員の派遣についてを議題とします。

今後予定されています委員の派遣については、委員の派遣についてファイルのとおり

です。

お諮りします。委員の派遣について御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、委員の派遣については、委員の

派遣についてファイルのとおり決定しました。

・ ・

日程第２８ 委員会の閉会中の継続調査について

○議長（山本 芳昭君） 閉会中の継続調査ファイルをお開きください。

日程第２８、委員会の閉会中の継続調査についてを議題とします。

委員会の閉会中の継続調査については、申出書記載のとおり、議会運営委員会、総務

教育常任委員会、経済福祉常任委員会、議会広報常任委員会、中心地域及び住宅政策調

査特別委員会、行政調査特別委員会、以上、それぞれの委員長から、次期定例会が招集

されるまでの間、閉会中の継続調査の申出がありました。

お諮りします。各委員長の申出書のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、委員長の申出のとおり閉会中の

継続調査に付することに決定しました。

・ ・

○議長（山本 芳昭君） ここで町長から発言が求められていますので、これを許します。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 令和７年９月の定例議会閉会に当たりまして、一言御挨拶をさ

せていただきたいと思います。

まず、全ての議案承認に御礼を申し上げたいというふうに思っております。

また、先ほどいただきました議会からの審査意見内容、そして監査委員によります審

査意見書の内容につきましては、早急に対応策を取りまとめて方向性を示し、進めてま

いりたいというふうに思っております。

ヒガンバナが一気に咲き始め、町内に彩りをつけてくれております。稲刈りがスター

トしておりますけれども、雨の隙間を縫う形で、なかなか思うように進まない状況かな

というふうに思っております。先般ですが、ＪＡ鳥取西部より米の概算金の追加であり

ますが、１俵当たりが０００円を追加するという精算金として整理するという文書通

知のほうがありました。米農家の収入安定につながればというふうに思っております。

自民党の総裁選が先日の２２日に告示され、５人の方が立候補されております。１０

月の４日投開票がされるということであります。昨年の９月の２７日の総裁選で、人口

最少県、鳥取県から初となります石破茂氏が当選されました。約１年間という期間では

ありましたけれども、内政や外交に、特に地方創生⒉０の創設など尽力されたことは、

国民の皆さんに示された実績は大きいというふうに思います。せめて任期までと期待し

ておりましたけれども、残念ですが、大変お疲れさまでしたと思っておるとこでありま

す。
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また、世界陸上東京大会が開催されました。全体として、日本人の活躍が目につくこ

とが多くなったかなというふうに個人的には感じておるとこであります。世界も進む競

技力の中で人の限界に挑戦する姿に、勝っても負けても涙する感動を与えてくれた大会

ではなかったかと思っております。

また、先日、日南病院の建設につきまして、延期とする判断をさせていただきました。

これから町民の皆様に説明し、理解を得るよう努めるとともに、これからの役割がより

重要と思っております。様々な関係者と協議し、よりよい方向性を見いだしていきたい

と思います。

また、中断しておりました中心地域整備計画ですが、１０月から再開することとして

おります。この計画の樹立と実行が地方創生につながり、日南町が活気と将来性ある市

町村として認めてもらえるよう、町民の皆さんと共に新たな一歩を踏み出ていきますの

で、御理解と御協力をお願いし、９月定例議会閉会に当たっての私からの御挨拶とさせ

ていただきます。長い間ありがとうございました。

・ ・

○議長（山本 芳昭君） お諮りします。今期定例会に付議された案件は以上をもって全

て議了しました。これをもって会議を閉じ、今期定例会を閉会としたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、令和７年第５回日南町議会定例

会の会議を閉じ、閉会とします。

午前１１時１５分閉会

議長挨拶

○議長（山本 芳昭君） ９月定例会を閉会するに当たり、一言御挨拶を申し上げます。

本日をもちまして９月定例会を無事閉会する運びとなりました。

今期定例会では、令和７年度補正予算や条例の一部改正、さらには、令和６年度決算

審査など、多岐にわたる重要案件について慎重に審議していただき、活発かつ建設的な

議論を重ねることができました。議員各位の御尽力、そして執行部の皆様の御協力に心

より感謝申し上げます。

また、先ほど町長もおっしゃいましたけれども、中心地域及び住宅政策調査特別委員

会において、町長から日南病院新病院基本構想に関する対応方針が示され、新病院の建

設延期が表明されました。急激な経済変動により紆余曲折を経てまいりましたが、この

たび明確な方針が示されたことも大きな一歩であります。これにより、止まっていた中

心地域整備計画検討委員会も再始動し、日南町のグランドデザインが具体化していくも

のと期待をしております。我々議会も積極的に議論を深めてまいります。

さらに、今回の決算審査で明らかになった課題については、執行部におかれまして真
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摯に受け止めていただき、今後の予算編成においては一層の効率化と透明性の向上を図

っていただきたいと存じます。あわせて、町民の皆様に分かりやすく説明し、信頼関係

をより強固なものにしていただければ幸いです。

結びに、今期定例会を通じて御尽力いただいた議員各位並びに執行部の皆様に改めて

深く感謝を申し上げます。今後とも、執行部と議会が一丸となって、町民福祉の向上を

共通の目的としてより一層の御尽力をお願いを申し上げまして、閉会の挨拶とさせてい

ただきます。お疲れさまでした。
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